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○
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知
事
の
権
限
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す
る
事
務
の
一
部
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員
会
等
に
委
任
し
、

及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

○
青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

同

)

…

�

○
青
森
県
納
税
貯
蓄
組
合
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

(

税

務

課)

…

�

○
青
森
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

(

文
化
・
ス
ポ

ー
ツ
振
興
課)

…

�

○
青
森
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規

則
を
廃
止
す
る
規
則

(
健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

労
政
・
能
力

開

発

課)
…

�

○
青
森
県
農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

団
体
経
営

改

善

課)
…

�

○
青
森
県
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
の
譲
渡
及
び
保
管
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

畜

産

課)

…

�

○
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

建
築
住
宅
課)

…

�

○
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

…

�

○
青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

公
営
企
業
局)

…

�

訓

令

○
技
能
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

(

人

事

課)

…

�

告

示

○
青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
推
進
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

る
規
程

青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課

…

�

○
予
防
接
種
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
の
使

用
料
の
額
の
廃
止

(

健
康
医
療
課)

…

�

○
開
発
登
録
簿
閲
覧
所
の
場
所
の
廃
止

(

建
築
住
宅
課)

…

�

規

則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
三
号

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
員
会
等
に
委
任
し
、
及
び
補
助
執
行
さ
せ
る
規

則

(

昭
和
三
十
九
年
八
月
青
森
県
規
則
第
七
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

及
び
新
青
森
県
総
合
運
動
公
園｣

を

｢

、
新
青
森
県
総
合
運
動
公
園｣

に
、

｢

限
る
。)

の｣

を

｢

限
る
。)

及
び
青
森
県
立
三
沢
航
空
科
学
館
の｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

青
森
県
規
則
第
十
四
号

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和

四
十
三
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
を
第
二
条
の
四
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

公
務
上
の
災
害
の
範
囲)

第
二
条
の
二

公
務
上
の
災
害
の
範
囲
は
、
公
務
に
起
因
す
る
負
傷
、
障
害
及
び
死
亡
並
び
に
地
方

公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則

(
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
令
第
二
十
七
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い

う
。)

別
表
第
一
に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

(

通
勤
に
よ
る
災
害
の
範
囲)

第
二
条
の
三

通
勤
に
よ
る
災
害
の
範
囲
は
、
通
勤
に
起
因
す
る
負
傷
、
障
害
及
び
死
亡
並
び
に
次

に
掲
げ
る
疾
病
と
す
る
。

一

通
勤
に
よ
る
負
傷
に
起
因
す
る
疾
病

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
通
勤
に
起
因
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
疾
病

附
則
第
六
項
第
二
号
中

｢

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則

(
昭
和
四
十
二
年
自
治
省
令
第
二

十
七
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

省
令｣

に
改
め
る
。

別
表
中

｢

別
表
第
一｣

を

｢

別
表
第
二｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
納
税
貯
蓄
組
合
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
五
号

青
森
県
納
税
貯
蓄
組
合
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
納
税
貯
蓄
組
合
事
務
費
補
助
金
交
付
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十

七
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
六
号

青
森
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

は
、
廃
止

す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
七
号

青
森
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

(

平
成
五
年
十
月
青
森
県

規
則
第
四
十
七
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。
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平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
十
月
青
森
県
規

則
第
百
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
青
森
県
立
青
森
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中

｢

｢

を

に

｣

｣

改
め
、
同
表
青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
号
の
表
青
森
県
立
三
沢
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中｢

青
森
県
立
三
沢
高
等
技
術
専
門
校｣

｢

を

｢

青
森
県
立
八
戸
工
科
学
院
三
沢
校｣

に
、

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
木
造
高
等
技
術
専
門
校
の
項
を

｣

削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
九
十

六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
号
中

｢

毎
事
業
年
度
に
お
い
て｣

の
下
に

｢

自
己
資
本
の
額
の
増
加
に
よ
り｣

を
加

え
、
同
条
第
三
号
中

｢

二
百
万
円｣

を

｢

五
十
万
円｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
第
６
の
２
の
�
の
表
中

｢上
記
の
解
消
額
｣

を

｢上
記
の
増
資
｣

に
改
め
、
同
６

の
４
の
�
の
表
中

｢2,000千
円
｣

を

｢500千
円
｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
そ
の
二
の
記
の
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
自
己
資
本
の
額
の
増
加
に
よ
る
自
己
資
本
不
足
解
消
額

自
己
資
本
増
加
額
(２
の
Ｃ
)

円
×
４
％
＝
補
助
額

第
二
号
様
式
の
そ
の
二
の
記
の
４
中
�
を
削
り
、
�
を
�
と
し
、
�
を
�
と
し
、

｢及
び
�
｣

を

削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
二
号
、
第
一
号

様
式
の
第
６
の
２
の
�
の
表
並
び
に
第
二
号
様
式
の
そ
の
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
八
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
青
森
県
農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
条
例
施
行
規
則

(

以
下

｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い

う
。)
の
規
定
中
青
森
県
農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
条
例

(

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
青
森
県
条
例

第
六
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
奨
励
金

(

以
下

｢

奨
励
金｣

と
い
う
。)

に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
交
付
の
決
定
が
な

さ
れ
た
奨
励
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
交
付
の
決
定
が
な
さ
れ
た
奨
励
金
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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電
力
系
電
気
工
学
科

電
気
・
電
子
系
電
子

機
器
科

一
年

一
年

二
〇
人

二
〇
人

電
力
系
電
気
工
学
科

二
年

二
〇
人

溶

接

科

一
年

二
〇
人

青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校
木
造
校

普
通
職

業
訓
練

短
期
課
程

建

築

科

一
年

二
〇
人

配

管

科

一
年

二
〇
人

短
期
課
程

普
通
課
程

第
二
類

溶

接

科

電
気
・
電
子
系
電
子

機
器
科

短
期
課
程

電

子

機

器

科

溶

接

科



( )

３

改
正
後
の
規
則
の
規
定
中
条
例
第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
補
助
金

(

以
下

｢

施
設
等

補
助
金｣

と
い
う
。)

に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
合
併
に
係

る
合
併
後
の
農
業
協
同
組
合

(

合
併
後
存
続
す
る
農
業
協
同
組
合
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
し
た
農

業
協
同
組
合
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
対
し
て
交
付
す
る
施
設
等
補
助
金
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
行
わ
れ
た
合
併
に
係
る
合
併
後
の
農
業
協
同
組
合
に
対
し
て
交
付
す
る
施
設
等
補
助
金

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

平
成
十
七
年
四
月
一
日
前
に
行
わ
れ
た
合
併
に
係
る
合
併
後
の
農
業
協
同
組
合
に
係
る
改
正
後

の
規
則
第
六
条
第
三
号
及
び
第
一
号
様
式
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
規
則
第
六
条

第
三
号
中

｢

五
十
万
円｣
と
あ
る
の
は

｢

百
万
円｣

と
、
改
正
後
の
規
則
第
一
号
様
式
の
第
６
の

４
の
�
の
表
中

｢500千
円
｣

と
あ
る
の
は

｢1,000千
円
｣

と
す
る
。

青
森
県
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
の
譲
渡
及
び
保
管
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
県
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
の
譲
渡
及
び
保
管
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
の
譲
渡
及
び
保
管
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県

規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三

間
接
検
定
等
と
は
、
間
接
検
定
、
現
場
後
代
検
定
、
全
き
よ
う
だ
い
検
定
、
分
割
卵
検
定

及
び
受
精
卵
利
用
後
代
検
定
を
い
う
。

四

知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
と
は
、
間
接
検
定
等
で
選
抜
さ
れ
た
黒
毛
和
種
の
う
ち
、
知
事

が
、
脂
肪
交
雑
、
枝
肉
重
量
等
に
係
る
産
肉
能
力
が
特
に
優
れ
て
い
る
と
認
め
て
定
め
る
も

の
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
一
号

青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則

(

趣
旨)

第
一
条

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に
つ
い

て
は
、
都
市
計
画
法
施
行
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
一
号)

、
都
市
計
画
法
施
行
令

(

昭
和

四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号)

、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十

九
号)

及
び
青
森
県
都
市
計
画
法
施
行
条
例

(

平
成
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
九
号
。
以
下

｢

条
例｣

と
い
う
。)

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

公
聴
会
の
開
催
等)

第
二
条

知
事
は
、
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

都
市
計
画
区
域
ご
と
に
、
公
聴
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
公
聴
会
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
開
催
の
期
日
の
二
週
間
前
ま
で
に
、

そ
の
日
時
、
場
所
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件(

以
下｢

案
件｣

と
い
う
。)

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
青
森
県
報
に
登
載
し
て
行
う
ほ
か
、
青
森
県
庁
並
び
に
当
該
案

件
に
関
係
の
あ
る
県
土
整
備
事
務
所
及
び
市
町
村
の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
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直
接
検
定
で
選
抜
さ
れ
た
も
の

間
接
検
定
で
選
抜
さ
れ
た
も
の

六
百
円

八
百
円

直
接
検
定
で
選
抜
さ
れ
た
も
の

間
接
検
定
等
で
選

抜
さ
れ
た
も
の

そ
の
他
の
も
の

知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

八
百
円

千
円

二
千
五
百
円



( )
(

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
等)

第
三
条

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
開
催
の
期
日
の
五
日
前
ま
で

に
、
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
住
所
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
書
面
を
知
事
に
提
出
し
て
、

申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
当
該
案
件
に
関
係
の
あ
る
市
町
村
の
区

域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
す
る
。

(

公
述
人
の
選
定
等)

第
四
条

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者(

以
下｢

公
述
人｣

と
い
う
。)

は
、

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
た
者
そ
の
他
の
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
選
定
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
述
人
を
選
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
案
件
に
賛
成
す

る
者
及
び
反
対
す
る
者
の
数
が
お
お
む
ね
同
数
と
な
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
公
述
人
が
意
見
を
述
べ
る
時
間

(

以
下

｢

公
述
時
間｣

と
い
う
。)

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
述
人
を
選
定
し
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
述
時
間
を

定
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
述
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

公
聴
会
の
議
長)

第
五
条

公
聴
会
に
、
議
長
を
置
く
。

２

議
長
は
、
青
森
県
職
員
の
う
ち
か
ら
知
事
が
指
名
す
る
。

(

公
聴
会
の
秩
序
の
維
持)

第
六
条

公
聴
会
に
お
い
て
は
、
何
人
も
議
長
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

議
長
は
、
公
聴
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
傍
聴
を
し
よ
う

と
す
る
者
の
入
場
を
制
限
し
、
又
は
そ
の
秩
序
を
乱
し
、
若
し
く
は
不
穏
当
な
言
動
を
し
た
者
を

退
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

公
述
人
の
発
言)

第
七
条

公
述
人
は
、
発
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
述
人
の
発
言
は
、
当
該
案
件
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

３

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
て
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
公
述
人

の
発
言
は
、
第
三
条
第
一
項
の
意
見
の
要
旨
の
範
囲
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

議
長
は
、
公
述
人
の
発
言
が
前
二
項
の
範
囲
を
超
え
、
又
は
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通

知
さ
れ
た
公
述
時
間
を
超
え
た
と
き
は
、
そ
の
発
言
を
打
ち
切
ら
せ
、
又
は
退
場
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

(

質
疑
、
討
論
及
び
表
決)

第
八
条

議
長
は
、
公
述
人
に
対
し
質
疑
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
述
人
は
、
議
長
に
対
し
質
疑
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

公
聴
会
に
お
い
て
は
、
討
論
及
び
表
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(

記
録
の
作
成)

第
九
条

議
長
は
、
青
森
県
職
員
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
さ
せ
た
上
、
こ
れ

に
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

案
件
の
内
容

二

公
聴
会
の
期
日
及
び
場
所

三

出
席
し
た
公
述
人
の
氏
名
及
び
住
所

四

公
述
人
が
述
べ
た
意
見

五

そ
の
他
公
聴
会
の
経
過
に
関
す
る
事
項

(

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
区
域
の
指
定)

第
十
条

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
の
区
域
の
指
定
は
、
市
町
村
が
知
事
に
申
し
出

る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
申
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

申
出
に
係
る
土
地
の
区
域
の
位
置
を
表
示
し
た
縮
尺
二
万
五
千
分
の
一
以
上
の
地
形
図

二

申
出
に
係
る
土
地
の
区
域
並
び
に
そ
の
区
域
を
明
ら
か
に
す
る
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て

市
町
村
の
区
域
内
の
町
又
は
字
の
境
界
並
び
に
土
地
の
地
番
及
び
形
状
を
表
示
し
た
縮
尺
二
千

五
百
分
の
一
以
上
の
図
面

三

申
出
に
係
る
土
地
の
区
域
が
条
例
第
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
す
書
類

四

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
当
該
市
町
村
の
都
市
計
画
に
関
す
る

基
本
的
な
方
針
そ
の
他
の
当
該
市
町
村
の
土
地
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
示
す
書
類

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３

知
事
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
の
区
域
を
指
定
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
申
し
出
た
市
町
村
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
及
び
指
定
し
た
土
地

の
区
域
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
地
の
区
域
の
変
更
及
び

廃
止
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中

｢

次
に
掲
げ
る
書
類｣

と
あ
る
の

は
、

｢

次
に
掲
げ
る
書
類

(

条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
地
の
区
域
の
廃
止

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類)

｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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( )
(

開
発
登
録
簿
閲
覧
所
の
設
置
等)

第
十
一
条

都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
発
登
録
簿
閲
覧
所

(

以
下

｢
閲
覧
所｣

と
い
う
。)

を
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
に
置
く
。

２

閲
覧
所
の
閲
覧
日
は
、
青
森
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例(

平
成
元
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
号)

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
以
外
の
日
と
す
る
。

３

閲
覧
所
の
閲
覧
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

(

開
発
登
録
簿
の
閲
覧
等)

第
十
二
条

法
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
開
発
登
録
簿
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
者(

以
下｢

閲
覧
者｣

と
い
う
。)

は
、
備
付
け
の
閲
覧
簿

(

別
記
様
式)

に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

閲
覧
者
は
、
開
発
登
録
簿
を
指
示
さ
れ
た
場
所
以
外
の
場
所
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
閲
覧
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
閲
覧
を
禁
止
す

る
こ
と
が
あ
る
。

一

前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

職
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
。

三

開
発
登
録
簿
を
汚
損
し
、
若
し
く
は
き
損
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

青
森
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則
及
び
青
森
県
開
発
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
廃
止)

２

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

青
森
県
都
市
計
画
公
聴
会
規
則

(

昭
和
四
十
五
年
二
月
青
森
県
規
則
第
九
号)

二

青
森
県
開
発
登
録
簿
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
三

号)

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
二
号

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中

｢

建
築
物
等
の
指
定｣

を

｢

建
築
物
の
指
定
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
の

表
第
五
号
中

｢
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル｣

を

｢

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

２

施
行
規
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
時
期
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築

物
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
年
の
九
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。
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( )

一

前
項
の
表
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
建
築
物

平
成
十
五
年
及
び

平
成
十
五
年
か
ら
起
算
し
て
三
の
倍
数
の
年
を
経
過
し
た
ご
と
の
年

(

知
事
が
指
示
し
た
建
築

物
に
あ
つ
て
は
、
平
成
十
五
年
か
ら
毎
年
又
は
平
成
十
四
年
か
ら
起
算
し
て
二
の
倍
数
の
年
を

経
過
し
た
ご
と
の
年)

二

前
項
の
表
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
建
築
物

平
成
十
三
年
及
び
平
成
十
三
年
か
ら
起

算
し
て
三
の
倍
数
の
年
を
経
過
し
た
ご
と
の
年

三

前
項
の
表
第
五
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
建
築
物

平
成
十
四
年
及
び
平
成
十
四
年
か
ら
起

算
し
て
三
の
倍
数
の
年
を
経
過
し
た
ご
と
の
年

第
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
の
報
告
書
は
、
報
告
書
の
提
出
日
前
三
月
以
内
に
調
査
さ
せ
て
作
成

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

定
期
報
告
を
要
す
る
建
築
設
備
等
の
指
定
等)

第
十
一
条

法
第
十
二
条
第
二
項

(

法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。)

の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
昇
降
機
、
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
及
び
工
作
物

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
又
は
小
荷
物
専
用
昇
降
機

(
個
人
住
宅
に
設
置
さ
れ
た

も
の
及
び
労
働
安
全
衛
生
法

(

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号)
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
性
能
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
除
く
。)

二

令
第
百
三
十
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

三

法
第
二
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
換
気
設
備
又
は
法
第
三
十

五
条
に
規
定
す
る
排
煙
設
備
若
し
く
は
非
常
用
の
照
明
装
置

(

前
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
建

築
物
に
設
け
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。)

２

施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る
時
期
は
、
毎
年
九
月
一
日
か
ら
十
一

月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。

３

施
行
規
則
第
六
条
第
二
項
の
報
告
書
は
、
報
告
書
の
提
出
日
前
三
月
以
内
に
検
査
さ
せ
て
作
成

し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

施
行
規
則
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中

｢

第
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
十
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
十

三
号
様
式｣

を

｢

第
十
一
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

第
十
四
号
様
式｣

を

｢

第
十
二
号

様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
の
表
中

｢

第
十
五
号
様
式｣

を

｢

第
十
三
号
様
式｣

に
、

｢

第
十
六
号
様
式｣

を

｢

第
十
四
号
様
式｣

に
、

｢

第
十
七
号
様
式｣

を

｢

第
十
五
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
第
四
十
二
号
を
第
四
十
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
五

法
別
表
第
三

(

に)

欄
の
五
の
項
の
規
定
に
よ
り
数
値
を
決
定
し
た
と
き
。

第
十
七
条
中
第
四
十
一
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
四
十
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一

法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
数
値
を
決
定
し
た
と
き
。

第
十
七
条
中
第
十
八
号
を
第
二
十
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
数
値
を
決
定
し
た
と
き
。

第
十
七
条
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六

号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
数
値
を
決
定
し
た
と
き
。

第
二
十
六
条
中

｢

第
十
八
号
様
式｣

を

｢

第
十
六
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中

｢

午
後
四
時
四
十
五
分｣

を

｢

午
後
五
時｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中

｢

第
十
九
号
様
式｣

を

｢

第
十
七
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
を
削
り
、
第
十
二
号
様
式
を
第
十
号
様
式
と
し
、
第
十
三
号
様

式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
を
二
様
式
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
工
業
用
水
道
事
業
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
四
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
中

｢
七
円
六
十
二
銭｣

を

｢

七
円
三
十
八
銭｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

｢

九

十
一
銭｣

を

｢

七
十
九
銭｣
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

七
円
六
十
二
銭｣

を

｢

七
円
三
十
八
銭｣
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

に
、

｢

十
五
円
二
十
四
銭｣

を

｢

十
四
円
七
十
六
銭｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号

｢

七
円
六
十
二
銭｣

を
｢

七
円
三
十
八
銭｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

技
能
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

技
能
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

技
能
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
四
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
十
六
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
三
月
三
十
一
日｣

に
、

｢

百
分
の
二｣

を

｢

百
分
の
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
別
に
定
め

る
割
合｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
技
能
職
員
等
の
給
与

に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号)

第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
の
給

料
月
額
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
技
能
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
推
進
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
推
進
員
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
推
進
員
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
五
十
五
年
四
月
青
森
県
告
示
第
三
百
三

十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

｢

三
百
人｣

を

｢

二
百
四
十
人｣

に
、

｢

三
十
三
人｣

を

｢

二
十
六
人｣

に
、

｢

八
十
四

人｣

を

｢

六
十
六
人｣

に
、

｢

八
十
人｣

を

｢

六
十
四
人｣

に
、

｢

五
十
八
人｣

を

｢

四
十
七
人｣

に
、

｢

三
十
七
人｣

を

｢

三
十
人｣

に
、

｢

七
十
三
人｣

を

｢

五
十
九
人｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
百
四
十
号

(

予
防
接
種
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検
査

及
び
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
の
使
用
料
の
額)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
号

(

開
発
登
録
簿
閲
覧
所
の
場
所)

は
、
平

成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
六
年
三
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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